
船舶事故等調査報告書 

平成２７年９月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５広第４５号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２７年３月２６日 ０８時４０分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市伯方
は か た

島南方沖 

 有津
あろうづ

港矢崎防波堤灯台から真方位０６９°２００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１２.０４′ 東経１３３°０５.６２′） 

事故等調査の経過  平成２７年４月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 新栄
しんえい

丸、０.８トン（長さ６.４３ｍ） 

   ＥＨ３－４７１５５（漁船登録番号）、個人所有 

   第２８１－３９１７２号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート さつき丸、５トン未満（長さ６.１０ｍ） 

   ２８１－３３０１愛媛、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首外板に擦過傷 

Ｂ 左舷外板上縁部に亀裂 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、伯方島南岸でわかめ漁を終え、

船長Ａが、右舷船尾で椅子に腰を掛け、舵棒を持って操舵し、今治市

有津港の係留地に向けて伯方島南方沖を北西進した。 

 船長Ａは、右舷船首方に船首を西方に向けて漂泊しているＢ船を認

め、Ｂ船を右舷方に見て通過するつもりで続航中、係留地が近くなっ

たので減速し、わかめが入った籠をＡ船から降ろしやすいように下を

向いた姿勢で船首方へ移動させていたところ、衝撃を感じ、Ａ船とＢ

船とが衝突したことに気付いた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、有津港矢崎防波堤灯台の北東方

沖で船首を西方に向け、釣りを行いながら漂泊していた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、右舷船尾で椅子に腰を掛けて船首方を向き、た

この１本釣りを行っていたところ、平成２７年３月２６日０８時４０

分ごろ、Ｂ船の左舷船首部とＡ船の船首部とが衝突した。 

 Ａ船及びＢ船は、自力で航行して有津港の係留地に帰った。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 南西流約１.４ノット（船
ふな

折
おり

瀬戸） 

 その他の事項  船長Ａは、本事故発生場所付近の航行経験が数多くあった。 



 船長Ｂは、本事故発生場所付近で漂泊して釣りをした経験が数多く

あった。 

 船長Ｂは、時折周囲を見ていたものの、これまで航行中の他船が漂

泊中のＢ船を避けてくれていたので、接近する他船がいても漂泊中の

Ｂ船を避けるものと思い、釣りをしていた。 

 船長Ｂは、衝突するまでＡ船に気付かなかった。 

 Ａ船及びＢ船には、レーダーがなかった。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、いずれも救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、伯方島南方沖を北西進中、船長Ａが、下を向いた姿勢で漁

獲物を船首方へ移動させることに注意を向け、見張りを適切に行って

いなかったことから、Ｂ船に向かう態勢で航行していることに気付か

ず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、伯方島南方沖で漂泊中、船長Ｂが、航行中の他船が漂泊中

のＢ船を避けるものと思い、釣りをしていて見張りを適切に行ってい

なかったことから、接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと

考えられる。 

原因  本事故は、伯方島南方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が漂泊

中、船長Ａが、下を向いた姿勢で漁獲物を船首方へ移動させることに

注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、Ｂ船に向かう態

勢で航行していることに気付かず、また、船長Ｂが、釣りをしていて

見張りを適切に行っていなかったため、接近するＡ船に気付かず、両

船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時、周囲の見張りを適切に行うこと。 

 


